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１．地区防災計画とは 

1.1 地区防災計画の目的と位置づけ 

１）地区防災計画の目的 

私たちの住む地域は、荒川や中川に囲まれ、標高が低く、洪水による水害などの危

険性が高い地区です。また、過去にカスリーン台風などによる大規模な浸水も経験し、

平成 29 年度には台風 21 号により避難勧告も出されました。 

これまでの水害や大災害（東日本大震災、熊本地震等）では、地域住民自らによる

「自助」、地域コミュニティによる「共助」が、避難行動、避難誘導、避難所運営等に

おいて重要な役割を果たしました。 

第 18 地区ではこれまで、平成 27 年 11 月に水害対策委員会が立ち上げられ、地

域として水害への対応を図るため、第 18 地区コミュニティ・タイムライン等が検討

されてきました。今回、さらに町会・自治会単位で、自助・共助による地域防災力を

向上させ、地区の被害を軽減することを目的に、地区特性や地区防災マップを盛り込

んだ「長門南部町会 地区防災計画（水害対策編）」を平成 29 年度に策定しました。

地区防災計画のねらいは次のとおりです。 

【地区防災計画のねらい】 

地区防災計画は、災害が起きることを想定し、そのための準備と災害時の自発的

な行動を、地区に居住する者がみんなでつくる計画です。 

なお、地区防災計画においては計画策定後も、河川の被害想定や第 18 地区コミュ

ニティ・タイムライン等の変化・変更を踏まえて、見直しや更新を行っていく考えで

す。 

令和 3 年度には計画の見直しを行い、地震に関する記述を追加しました。 

 

２）地区防災計画の位置づけ 

地区防災計画は、地区の特性と想定される災害、防災訓練、物資及び資器材の備蓄、

地区居住者等の相互の支援について記載すべきとされています。他にも、活動目標や

長期的な活動予定等を定めておくと有効とされています。 

当地区では、すでに水害対策委員会等で、地区特性や過去の水害及び被害想定なら

びに応急対策における活動手順についても検討を進めていますが、ここで一度、地区

防災計画に整理して掲載し、今後の更なる検討や地域住民一人ひとりへの啓発に資す

ることとします。 

水害における地域の活動手順や役割分担の詳細計画である第 18 地区コミュニテ

ィ・タイムラインは、今後も引き続き水害対策委員会で検討を進め、訓練や応急対策

に必要な資器材や物品（様式などの書類を含む）、区や防災関係機関との連携などにつ

いて地区防災計画へ反映・追加し、地域防災力の検討・成果を積み重ねていくことと

します。 
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■本計画の位置づけ 

 

 

1.2 地区防災計画の対象、範囲等 

対象とする災害 水害・地震 

対象とする範囲 
長門南部町会 

（避難場所への避難経路も対象） 

対象者 

長門南部町会の居住者、事業者など町会内にい

るすべての人 

（まずは、主に町会加入者の住民の方） 

対象時期 
台風接近時～準備行動～避難行動 

地震発生時～初動活動～避難行動 

 

  

長門南部町会地区防災計画

(水害対策編)

第18地区

町会・自治会

コミュニティ・

タイムライン

(試行版)

足立区地域防災計画
（足立区防災会議）

○町会における住民一人ひとりの準

備と災害時の自発的行動を共通の認

識とし、地域の防災力を向上させて

いくための計画です。

○地区特性や地区防災マップを盛り

込むなど、住民一人ひとりの理解と

自発的行動を促す計画とします。

○足立区「地域防災計画」に位置づ

けられます。

○コミュニティ・タイムラインは、

これまで第18地区で検討が積み重ね

られてきたものであり、地区防災計

画はこれと連携します。

○コミュニティ・タイムラインは、

町会・自治会における台風接近時の

地域の活動を詳細に検討し、実行し

ていくものです。
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1.３ 地区防災計画の構成 

本計画では、「２章 地区特性」で自分たちの地域について知るための資料を整理し、

「３章 水害時の対応シナリオ」、「４章 地震発生時の対応シナリオ」で地域住民自

らによる「自助」、すなわち、水害や地震が発生した場合にどこに、どのように避難す

るかを整理するとともに、当町会の地区防災マップを作成しました。 

「５章 町会における平時の備え」では、町会及び地区住民等において進めるべき

「共助」の考え方、平常時において準備しておく事項等を記載しました。 

最後に、資料として情報収集の手段について記載しています。 

 

■本計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）本計画では、水害については、水害が予想される場合の準備行動から、避難するまでの考え方

や手順を整理し、避難所を設置したのちの避難所運営は、他の計画（避難所マニュアル等）に

従うこととします。 

 

  

本計画の範囲 

自助 

共助 

３ 水害時の対応シナリオ 

５ 町会における平時の備え 避難所運営 

１ 地区防災計画とは 

２ 地区特性 

４ 地震発生時の対応シナリオ 
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1.４ 実践と検証 

計画を形骸化させないための取り組みを以下のように行います。 

実践と検証の流れ 

 

 

 

 

 

 

実践 

計画に基づいた防災訓練を行います。 

防災訓練 

避難時の訓練 避難後の訓練 応急訓練 

○避難訓練 

○避難所・避難路・避難場所等の

確認 

○避難経路上の危険箇所の確認 

○要配慮者の把握 

○避難所開設訓練 

○避難所運営訓練 

（給食・給水、情報の収集・共

有・伝達、物資配給対応等） 

○浸水対策訓練 

○初期消火訓練 

○救急応急措置訓練 

（心肺蘇生法・AED 講習等） 

○防災資機材取扱訓練 

※訓練は、区や消防団、各種団体や地元企業等と連携したものにすると、より実効性が高まります。 

 

検証 

防災訓練の結果について、区職員等を交えて検証を行い、課題を把握して活動を改善

します。 

 

 

 

 

 

実践と検証を通じて、計画の実効性を確保します。 

必要に応じて、計画の見直し、追加等を行います。 
 

見直した場合は、町会を通じて区に報告するとともに、 
説明会やチラシ等により地区住民等の皆さんに報告します。 

 

  

○活動の対象範囲や活動体制（役

割分担）を変える必要はないか 

○地区における重要なことに変

化はないか 

    計画作成 改善 検証 訓練実施 

訓練、検証で改善点を発見 

計画 
見直し 

○長期的な活動予定に変更はないか 

○実際の活動が実体のあるものになっ

ているか 

○防災訓練、備蓄等の事前対策、教育・

研修等が十分に行われているか 
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２．地区特性 

２.1 地区の成り立ちと現況 

１）地形 

荒川と隅田川の過去幾度かの氾濫によってつくられた盛土地・埋立地（荒川氾濫低

地）が分布し、所々にまわりよりもわずかに高い自然堤防が形成されています。 

 

■土地条件図 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自然堤防 
（洪水時に運ばれた砂

等が、流路沿いに堆積

してできた微高地） 

盛土地・埋立地 
（低地に土を盛って造

成した平坦地や、水部

を埋めた平坦地） 

出典：国土地理院「数値地図 25000（土地条件）」 
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２）人口・世帯数 

中川一丁目の人口・世帯数は、人口 3,189 人、1,471 世帯となっています。（住民

基本台帳、令和２年 1 月 1 日現在） 

また、人口及び世帯数の推移を最近５年間で見ると、人口は概ね横ばいで推移して

います。世帯数はやや増加傾向が見られます。 
 

■人口・世帯数の推移（住民基本台帳人口） 

<人口> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<世帯数> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）高齢化（65歳以上の人口）の状況 

中川一丁目の高齢化率（平成 27 年）は、19.9％であり、区全体の値より低い水準

にあります。また、高齢夫婦世帯の割合は 8.2％であり、区全体と概ね同水準にあり

ます。高齢単身世帯の割合は 9.8％であり、区全体より低い状況です。 
 

■高齢化率（平成 27 年国勢調査）     ■高齢者世帯の状況（平成 27 年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.9%

24.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

中川一丁目 区全体

8.2% 8.0%

9.8%

12.9%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

中川一丁目 区全体

高齢夫婦世帯率 高齢単身世帯率
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3,208 3,225 3,237 3,229 3,189 
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４）用途地域都市基盤 

本町会の区域には、準工業地域が指定されています。 

 

■用途地域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜凡例＞ 

  

出典：「用途地域等指定図」 

準工業地域  ；主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場の

ほかは、ほとんど建てられます。 
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５）用途別建物現況 

建物用途は、独立住宅及び集合住宅が多くを占めており、主に住居系の用途となっ

ています。 

それ以外では、教育文化施設（長門小学校）のほか、一部専用工場、倉庫運輸関係

施設が混在しています。 

 

■用途別建物現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜凡例＞ 

 

 

  

出典：「平成 28 年土地利用現況調査」 
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６）構造別建物現況 

地区のほとんどが防火造、耐火造、準耐火造で、木造は少ない状況です。 

 

■構造別建物現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜凡例＞ 

 

 

 

 

  
出典：「平成 28 年土地利用現況調査」 
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７）階数別建物現況 

建物は 3 階以下が大部分を占め、集合住宅等で４階以上が分布しています。 

 

■階数別建物現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜凡例＞ 

  

出典：「平成 28 年土地利用現況調査」 

＜凡例＞ 
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８）都市基盤の状況 

都市計画道路は、地区の北側を東西に補助 138 号線が計画されています。 

 

 

 

 

＜凡例＞ 

 

 

 

 

  

■都市計画道路の整備状況 

出典：「足立区都市計画図」（令和 2 年 4 月現在） 

   下地図は国土地理院地図を使用 
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９）細街路の状況 

地区内は、一部幅員 4ｍ未満の細街路が見られ、災害時の避難において支障になる

ことも考えられます。 

 

■細街路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：「細街路路線図」（あだち地図情報提供サービス） 
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２.２ 災害履歴 

１）ゼロメートル地帯 

中川地域は、荒川、綾瀬川、中川、江戸川など多くの河川が流下する東京東部低地

の「ゼロメートル地帯」に位置し、長門南部町会は 0～1ｍ程度の標高となっていま

す。 

ゼロメートル地帯では、広範囲で深刻な浸水被害を受ける可能性や、自然排水が望

めないことによる長期間の浸水の継続が懸念されます。 

 

■標高図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注）国土地理院「デジタル標高地形図」より引用 

長門南部町会 

荒川 

松戸市 

市川市 

足立区 

葛飾区 

江戸川区 

50ｍ 

30ｍ 

15ｍ 

10ｍ以上 15ｍ未満 

4ｍ以上 5ｍ未満 

3ｍ以上 4ｍ未満 

5ｍ以上 10ｍ未満 

1ｍ以上 3ｍ未満 

0ｍ以上 1ｍ未満 

-1ｍ以上 0ｍ未満 

-1ｍ未満 

-水位 

標高値 （T.P.） 
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２）代表的な浸水被害 

過去の代表的な浸水被害としては、昭和 22 年のカスリーン台風の際に、死者

1,077 名、行方不明者 853 名、家屋の倒半壊・流出 31,381 戸、家屋の浸水

303,160 戸という大きな被害が発生しました。 

カスリーン台風の際には、埼玉県北埼玉郡東村（現加須市）の利根川堤防が決壊

し、氾濫流は昔の利根川の流れに沿って南下し、やがて都県境の大場川の桜堤を破堤

させ、さらに中川右岸も決壊、ついに 4 日目には足立区を水没させました。 

 

 

■カスリーン台風（昭和 22 年） 

浸水被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国土交通省 

江戸川河川事務所資料 

第 18 地区 
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２.３ 水害の被害想定（洪水ハザードマップ） 

足立区では、河川ごとに洪水時の浸水範囲や深さを図に示した「洪水ハザードマ

ップ」を公表しています。 

 

１）中川が氾濫した場合（16ページ参照） 

・中川が氾濫した場合、中川地域における浸水深は 0.5～3.0ｍと予想されていま

す。長門南部町会についても 0.5～3.0ｍの区域と予想されています。 

・浸水継続時間は、中川地域では 1 週間程度継続するとされており、長門南部町会

も 1 週間程度継続すると予想されています。 

 

２）綾瀬川が氾濫した場合（17ページ参照） 

・綾瀬川が氾濫した場合、中川地域における浸水深は 0.5～3.0ｍ、浸水は 1 週間

程度継続するとされておりと予想されていますが、長門南部町会では浸水の可能

性は低いと予想されています。 

 

３）荒川が氾濫した場合（18ページ参照） 

・荒川が氾濫した場合、中川地域における浸水深は 3.0～5.0ｍと予想されていま

す。長門南部町会についても 3.0～5.0ｍの区域と予想されています。 

・浸水継続時間は、中川地域では大部分が 1～3 日程度とされていますが、JR 常

磐線以南の長門南部町会は１日～1 週間程度継続すると予想されています。 

 

４）江戸川が氾濫した場合（19ページ参照） 

・江戸川が氾濫した場合、中川地域における浸水深は 0.5～3.0ｍ及び一部地域で

3.0～5.0ｍと予想されています。長門南部町会については 0.5～3.0ｍの区域と

予想されています。 

・浸水継続時間は、中川地域では 12 時間～1 週間と幅がありますが、長門南部町

会の一部では 3 日～1 週間程度継続すると予想されています。 

 

５）利根川が氾濫した場合（20ページ参照） 

・利根川が氾濫した場合、中川地域における浸水深は 0.5～5.0ｍと予想されてい

ます。このうち、長門南部町会は 3.0～5.0ｍの区域と予想されています。 

・浸水継続時間は、中川地域では大部分が 2 週間継続するとされており、長門南部

町会も 2 週間程度継続すると予想されています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■水位区分図 

国土交通省 

洪水ハザードマップ作成の 

手引き（改定版）H28 
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■中川が氾濫した場合 

 

①最大浸水深 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②浸水継続時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：足立区洪水ハザードマップ 

最大３m の浸水が想定

されています 

１週間程度浸水が継続す

ると想定されています 
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■綾瀬川が氾濫した場合 

 

①最大浸水深 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②浸水継続時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：足立区洪水ハザードマップ 
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■荒川が氾濫した場合 

 

①最大浸水深 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②浸水継続時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：足立区洪水ハザードマップ 

最大５m の浸水が想定

されています 

1 週間程度浸水が継続す

ると想定されています 
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■江戸川が氾濫した場合 

 

①最大浸水深 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②浸水継続時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：足立区洪水ハザードマップ 

最大３m の浸水が想定

されています 

1 週間程度浸水が継続す

ると想定されています 
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■利根川が氾濫した場合 

 

①最大浸水深 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②浸水継続時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：足立区洪水ハザードマップ 

最大５m の浸水が想定

されています 

2 週間程度浸水が継続す

ると想定されています 
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２.４ 地震の被害想定 

１）首都直下地震の被害想定の概要 

南関東地域における首都直下地震（マグニチュード 7.3 規模）の発生確率は、今後

30 年以内に 70％といわれています。 

■首都直下地震(東京湾北部地震)における足立区の被害想定（Ｍ7.3、冬の 18 時、風速 8ｍ/秒） 

被害区分 被害の規模 参考 

死者 712 人 区の夜間人口の 0.10％ 

負傷者 9,033 人 〃       1.3％ 

建物全壊 10,082 棟 区の全建物棟数の 7.0％ 

建物焼失 16,124 棟 〃       11.2％ 

避難者 280,862 人 区の夜間人口の 41.1％ 

帰宅困難者 107,115 人 区の昼間人口の 19.9％ 

出典：東京都「首都直下地震等による東京の被害想定」（平成 24年 4月 18日公表） 

■首都直下地震(東京湾北部地震)の地震動分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震度 6 強の揺れが

想定されています。 
足立区 

長門南部町会地区 

出典：気象庁ＨＰ 
    「震度の階級」 

出典：東京都「首都直下地震等による

東京の被害想定」（平成 24年 4

月 18日公表） 

大きな地割れが生じたり

することがある. 
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■建物全壊棟数 

ほぼ全域で 2-25 棟の分

布となっています。 

＜凡例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建物焼失棟数 

1-20 棟の分布となってい

ます。 

＜凡例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■液状化危険度 

危険度が高い表示もみられ

ます。 

＜凡例＞ 

 

 

 

 

 

 

  

 

出典：首都直下地震等による東京の

被害想定（平成 24年 4月 18

日公表） 

全壊棟数 

           棟 

 

 
 
 
 
 
 

（250m四方あたりの棟数） 

 

足立区 

 

出典：首都直下地震等による東京の

被害想定（平成 24年 4月 18

日公表） 

 

出典：首都直下地震等による東京の

被害想定（平成 24年 4月 18

日公表） 

焼失棟数 

            棟 

 

 

 

 
 
 
 

（250m四方あたりの棟数） 

 

長門南部町会地区 

長門南部町会地区 

長門南部町会地区 
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② 地域危険度※ 

東京都「地震に関する地域危険度測定調査（第 8 回、平成 30 年２月公表）」によると、この地

域は建物倒壊危険度、火災危険度、災害時活動困難度を考慮した総合危険度について危険度が 4

となっています。（都内 5,177 町丁目の中で総合危険度が、中川一丁目は 294 位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域危険度は、都内の町丁目の地震に対する危険性を比較するため、特定の地震を想定するのではな

く、全ての町丁目直下の地盤で同じ強さの揺れが生じた場合の危険性を測定しています。 

 

 

  

 

出典：東京都「地震に関する地域危険度測定調査（第 8回）」（平成 30年 2月） 

＜凡例＞ 

危険度ランク 

高 

低 

危険度 

長門南部町会 
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３．水害準備行動の対応シナリオ 

３.1 水害準備行動の対応シナリオ 

１）水害準備行動についての３つの段階の想定 

水害の発生が予想される場合は、早めの段階からの情報収集、避難の準備及び避難

するなどの対応シナリオ、行動の目安を整理おくことが大切です。 

また、どの河川による洪水が生じるのか、によって本地区に及ぼす影響の大きさや

避難行動が変わってきます。 

そこで、洪水時の準備行動を検討するに当たり、次の 3 つのレベルを想定すること

としました。 

 

■洪水時の準備行動（3 つのレベルの想定） 

レベル 対象 

河川等 

浸水深※1 

(想定最大規模) 

浸水継続 

時間 

避難行動の方法 避難場所 タイムライン 

の適用 

初級 内水 0～0.5ｍ － 浸水してからでもな

んとか避難できる。 

ただし、要支援者は

早めの避難が望まし

い。 

自宅待避 － 

中級 中川 

※2 

0.5～3.0ｍ 1 週間 避難所、緊急避難建

物へ避難 

避難所 

緊急避難建物 
△ 

上級 荒川 

※3 

3.0～5.0ｍ 3 日～ 

1 週間 

広域避難 広域避難 ○ 

※1：浸水深は、想定最大規模の浸水深を示します。（16～20 ページの図参照） 

※2：中川が氾濫した場合の浸水想定は 16 ページ参照。 

※3：荒川が氾濫した場合の浸水想定は 18 ページ参照。 

 

 

２）水害準備行動についての３つの段階の想定 

上記で想定した各段階の水害に対して、どのように準備し行動すればよいのでしょ

うか。 

そこで、住民一人ひとりが水害に対する備えについて、最低限知っておくべきこと

を次ページ以降にまとめました。 

また、地域の基礎知識として、標高や緊急避難建物等の位置等を整理した「地区防

災マップ」を作成しました。 

なお、初級レベルの準備行動については、自宅待避が主となることから、中級・上

級レベルへの対応を準備しておけば対処できるものと考えられます。 
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水害が予想される場合の防災行動の概要 
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第18地区コミュニティ・タイムライン

ST1 台風発生

タイムラインの立ち上げ

ST2 洪水発生3~2日前

台風対策の実施

ST3 洪水発生1日前～12時間前

避難準備

ST4 洪水発生12時間前～6時間前

高齢者等の避難

ST5 洪水発生6時間前～1時間前

避難の実施、

緊急避難・撤退

ST6 洪水発生後

救助支援

国・気象庁、足立区等は、水害・防災についての

必要な情報、指示等を発信します。

氾濫発生情報

氾濫

警戒情報

氾濫

危険情報

大雨・防風

特別警報

大雨・洪水

警報

大雨・洪水

注意報

台風・気象情報
の発表

避難指示

高齢者等避難

広域避難指示

（江東５区）

自主的広域避難情報
(広域避難の呼びかけ)

国・気象庁

東京都

足立区

洪水発生半日～直前

洪水発生１日～半日前

洪水発生３～２日前

３～５ｍの浸水

浸水は1週間程度継続すると想定

警戒レベル４

警戒レベル３

台

台風の発生

緊急安全確保

警戒レベル５

氾濫

注意情報

上級レベル 3～5ｍの浸水が予想される場合の対応シナリオ

〇第18地区コミュニティタイムラインに

沿って防災行動を行います
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地区コミュニティ・タイムライン

時間前

■水位変化・危険レベルと足立区の体制

レベル５ はん濫の発生

レベル４ はん濫危険水位

レベル３ 避難判断水位

レベル２ はん濫注意水位

レベル１ はん濫注意水位まで

水位変化と危険レベル 区の体制

避難指示

高齢者等避難

災害対策本部設置

情報収集体制強化

情報収集体制

緊急安全確保

堤防

■大規模水害時における広域避難

地区コミュニティタイムラインに
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第18地区コミュニティ・タイムライン

ST1 台風発生

タイムラインの立ち上げ

ST2 洪水発生3~2日前

台風対策の実施

ST3 洪水発生1日前～12時間前

避難準備

ST4 洪水発生12時間前～6時間前

高齢者等の避難

ST5 洪水発生6時間前～1時間前

避難の実施、

緊急避難・撤退

ST6 洪水発生後

救助支援

国・気象庁、足立区等は、水害・防災についての

必要な情報、指示等を発信します。

氾濫発生情報

大雨・洪水

警報

大雨・洪水

注意報

台風・気象情報
の発表

避難指示

高齢者等避難

足立区災害対策本部

設置

国・気象庁

東京都

足立区

洪水発生半日～直前

洪水発生１日～半日前

洪水発生３～２日前

0.5～3ｍの浸水

浸水は1週間程度継続すると想定

警戒レベル４

警戒レベル３

台
台風の発生

緊急安全確保

警戒レベル５

中級レベル 0.5～3ｍの浸水が予想される場合の対応シナリオ

〇第18地区コミュニティタイムラインに

沿って防災行動を行います

中川、綾瀬川
避難判断水位に
達した場合

中川、綾瀬川
氾濫危険水位に
達した場合

避難所の開設

※避難所の開設は、被害
のレベル、浸水等の地域
を判断し、区が場所を指
定し、開設を行います。
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地区コミュニティ・タイムライン

時間前

地区コミュニティタイムラインに

中級レベル 0.5～3ｍの浸水が予想される場合の対応シナリオ

台
第18地区コミュニティ・タイムライン

洪水発生３～２日前

洪水発生１日～半日前

洪水発生半日～直前

ＳＴ１ 台風発生

タイムラインの立ち上げ

ＳＴ２ 洪水発生３～２日前

台風対策の実施

ＳＴ３ 洪水発生１日前～１２時間前

避難準備

ＳＴ４ 洪水発生１２時間前～６時間前

高齢者等の避難

ＳＴ５ 洪水発生６時間前～１時間前

避難の実施、

緊急避難・撤退

ＳＴ６ 洪水発生後

救助支援

台風の発生

国・気象庁

洪水氾濫

発生情報

東京都

足立区

避難勧告

避難準備・高齢者等

避難開始

避難所の開設

中川、綾瀬川
避難判断水位に達し

た場合

避難指示

中川、綾瀬川
氾濫危険水位に達

した場合

国・気象庁、足立区等は、水害・防災につい

ての必要な情報、指示等を発信します。

※避難所の開設は、被害
のレベル、浸水等の地域
を判断し、区が場所を指
定し、開設行います。

○第18地区コミュニティタイムラインに

沿って防災準備行動を行います。

大雨・洪水

注意報

台風・気象情報の

発表

大雨・洪水

警報

避難準備情報

０.５～３ｍの浸水

浸水の1週間継続

足立区災害対策本部

設置

自宅にとどまった場合の生活環境イメージ（長期化のリスク）

※大規模水害対策に関する専門調査会報告（平成22年4月、中央防災会議）より引用

4人家族が3日間生活するためには

※大規模水害対策に関する専門調査会報告（平成22年4月、中央防災会議）より引用



32 

３.2 水害地区防災マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区防災マップ

河川の増水時に、堤防に

昇ったり、近づくことは危険

です。

長門小学校

町会東側の区域（青色）は、土

地が低いため（標高0～1ｍ）、早

めの避難が必要です。

大型商業施設

アリオ

標高 標高2～4ｍ

標高1～2ｍ

標高0～1ｍ

※標高は1/2500図の高さを目安に作成

建物 4階以上の集合住宅等

小学校

大型商業施設

凡例



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足立区外への 

避難 



 

 

3
4
 

３.３ 中川氾濫に備えた長門南部町会コミュニティ・タイムライン 

 

 

  



 

 

3
5
 

 



 

 

3
6
 

３.４ 荒川氾濫に備えた長門南部町会コミュニティ・タイムライン 

 

 

  



 

 

3
7
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３.５ 地区の課題と対応策 

本計画の作成にあたっては、これまで町会内等での議論を行ってきた意見や課題を

踏まえ、18 地区コミュニティ・タイムラインの ST0（ステップ 0）[日頃からの災

害への備え]の行動項目・行動細目をもとに、分類・整理しました。また、対応の方

向性も示しました。 

 

■地区の課題（意見を含む）と対応方針・対応案（平成 29 年度ワークショップ） 

行動項目 行動細目 意見・課題 対応方針・対応案 

町会・自治

会の防災

体制構築 

台風・大規模洪水

に備えるために

必要な災害や防

災情報について

の知識を得る 

・本地区では、これまでも第

18 地区コミュニティ・タ

イムラインなど、町会・自

治会として勉強会、検討

会を積み重ねてきた。 

・住民一人ひとりにどのよ

うに周知していくかが課

題。 

・自分のいる地域の危険性

がわからないと考えてい

る人が多い。（あてはま

る、ややあてはまる、の計

71％） 

・災害が発生した場合のこ

とを考え、水や食料を確

保している人は少ない。

（水や食料を確保してい

る、との回答 10％）[アン

ケート] 

・地区防災計画を活用し、

住民一人ひとりに、台

風・大規模洪水に備える

ために必要な災害や防

災情報についての知識

を周知する。 

・災害や防災情報について

の勉強会を開催する。 

・勉強会に参加し、防災情

報を学ぶ。 

 地域コミュニテ

ィを基本に考え

る 

・非常時の避難行動には、常

日頃からのご近所づきあ

い、地域コミュニティの

維持が土台になる。 

 

 どのような防災

情報を使ってコ

ミュニティ・タイ

ムラインの立ち

上げや避難の呼

びかけを行うか

決める 

・コミュニティ・タイムライ

ンの運用や避難の呼びか

けを行うためには、住民

の防災意識の向上が必

要。 

・行動の基準を検討する。 

・行動の基準を住民に掲示

板・回覧板・町会活動の

中で伝える。 

・「あだち安心電話」に登録

し災害時に備える。 

 避難の呼びかけ

や避難者の確認

方法を決める 

・地震に対しては、一時集合

場所、避難所が決まって

いるのに、水害について

はどこに逃げればいいの

かわからない。 

・「○○が決壊した場合、○

・住民に何を伝えるかを決

定する。 

・避難の呼びかけを行う対

象・連絡方法を協議して

決める。 

・避難者の確認を行う方
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行動項目 行動細目 意見・課題 対応方針・対応案 

○小学校に避難」など、具

体的に示すべき。 

・避難するタイミングがわ

からないと考えている人

が多い。（あてはまる、や

や あ て は ま る 、 の 計

76％）[アンケート] 

・オーナーが自治会に入っ

ていれば話がしやすい

が、今の人は自治会に入

らない。 

・民間企業の協力も必要。企

業が自治会に参加するな

どの協力体制が必要。 

法・体制を検討し、決定

する。 

 避難の呼びかけ

や確認に使用す

る連絡網を整備

する 

・台風等が接近し風雨が強

まっている中、連絡が円

滑にいくか不明確。 

・避難の呼びかけや避難者

の確認方法を掲示・回覧

板等で周知していく。 

・住民に連絡先の提供等の

協力を求める。 

 コミュニティ・タ

イムラインの見

直し・改善を行う 

・地区防災計画は、コミュニ

ティ・タイムラインがあ

ることを前提として、組

み立てるべき。 

・コミュニティ・タイムラ

インの行動手順や役割

分担について検証し改

善する。 

・決定した体制を掲示板・

回覧板・活動を通じて住

民に周知する。 

 広域避難 ・足立区をはじめとして人

口が多い地域であり、広

域避難と言ってもどのよ

うな手段で、どこに避難

するか。簡単に逃げられ

ない。 

・常日頃から、家族での話

し合い、避難先の想定、

避難行動などを考えて

みることからはじめる。 

避難所の

整備 

指定避難所の整

備を広報する 

・避難所が中川東小、中川北

小、六木小などでは遠す

ぎる。 

・夜間では、距離が遠くて、

とても避難できるもので

はない。 

・避難所、緊急避難建物な

ど避難の考え方を今後

整理していく。 

・指定避難所の選定と整備

を行う。 

・避難可能な人数と環境を

広報する。 

・浸水の恐れが少ない備蓄

場所を確保する。 

 

 指定避難所以外

で緊急時に利用

する避難場所を

・高い建物があっても避難

には使えない。オートロ

ックがあって通路にも入

・緊急時に避難させてほし

い建物の候補を選定す

る。 
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行動項目 行動細目 意見・課題 対応方針・対応案 

作る れない。 

・新築マンションなどの建

築計画・確認申請の段階

から地元住民と開発業者

との避難体制についての

協議が必要。 

・アリオ（大規模店舗）の屋

上駐車場にも避難でき

る。 

 

・建物の候補を区に伝え、

利用協定を結べるよう

に仲介を依頼する。 

・建物の管理者と協議を行

い、利用協定を策定す

る。 

・緊急時の避難場所として

利用できる建物を掲示・

回覧板等で案内を行う。 

 緊急避難建物 ・本地区は中高層の建物が

多く、小学校だけでなく、

民間の集合住宅も含め緊

急避難建物として活用し

ていく方向も重要。 

・今後、検討する。 

要支援者

の支援の

体制の構

築 

町会内の要支援

者を把握する 

・要支援者については、家

族・地域・行政が連携して

避難支援を考えていくべ

きとする意見が約 50％

を超えている。[アンケー

ト] 

・要支援者について、町会で

管理するのは限界があ

る。「絆」の取組みもどう

関係しているのかわから

ない。 

・災害時要援護者名簿・避

難支援プランを更新・作

成する。 

・町会内の支援が必要な高

齢者等を把握する。 

・町会内の要支援者につい

て情報共有する。 

 支援担当者を決

める 

・要支援者については、約

20％の人が町会・自治会

が支援時の役割を考えて

ほしいとしている。[アン

ケート] 

・要支援者の支援方法・

支援担当者を決める。 

・町会での対応が困難な

要支援者は、区に支援

を依頼する。 

危険個所

の排除 

災害時に被害を

引き起こしそう

な物の整備・修理

を行う 

・排水溝の掃除、危険個所の

補修等が必要。 

・排水溝の掃除 

・危険個所の補修をする。 

・町会・住民での対応が困

難か箇所は、区に依頼す

る。 

情報の収

集 

的確な情報を入

手する 

・避難行動を円滑安全にす

るには、行政からの情報

提供が極めて重要。 

・行政には情報の空振りを

恐れず情報発信を求め、

区民は情報の空振りを

許容する意識を醸成す

る。 
注）意見・課題欄の[アンケート]とは、水害対策委員会に係る水防災意識調査（平成 29 年 8 月）より

引用。 
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４．地震発生時の対応シナリオ 

４.1 地震発生時の対応シナリオ 

地震が発生してから、まず自分の身を守り、その後状況に応じて一時集合場所へ避

難、さらに避難場所へ避難するなどの対応シナリオとともに、その際の行動の目安を

P42、43 に整理しています。 

 

４.2 地震地区防災マップ 

防災に関する地域の資源、要注意箇所等を「地区防災マップ」として P44、45 に

整理しています。 
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43 

  



 

44 
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５．町会における平時の備え 

５.１ 事前対策リスト 

災害時の備えを事前にチェックできるよう、自助と共助に分けて事前対策をチェッ

クリストにしました。 
 

■事前対策リスト（自助） 

家
の
中
の
安
全 

□ 家具が転倒しないように固定する等の地震対策 

□ 足立区の洪水ハザードマップを目の届くところに置く 

□ 自分の地域の水害リスク(浸水深、継続時間等)及び自分や家族の避難行動(先)を確認する。 

□ 台風発生時以降の情報収集の方法を確認する 

□ 排水溝や雨どいの点検・清掃を行う 

□ 浸水防止策として、土のうを用意する 

避 
難 
・ 
救 
護 

□ 安否確認用ステッカー 

□ ホイッスル（閉じ込め時に音を発するため） 

□ 災害伝言用ダイヤルなど家族の連絡方法の確認 

□ 応急医薬品（絆創膏、消毒薬、傷薬、包帯、胃腸薬、鎮痛剤、解熱剤、目薬、持病のある人は
常備薬など） 

水
や
食
料 

□ 飲料水は 1 人 1 日 3 リットルを最低 3 日分、7 日分を推奨 

□ 水用携行タンク（飲料水の配給時に必要） 

□ 食糧（レトルト、缶詰、インスタント食品、栄養補助食品、チョコレート等の菓子、最低 3 日
分、7 日分を推奨） 

□ 生活用水（飲料しない水）は、フロの汲み置き、やかんやポットに水を入れておく 

□ 粉ミルク、離乳食（乳幼児がいる場合）、アレルギー対応食品 

□ ガスカセットコンロ、予備のガスボンベ 

□ ラップ（食器にかぶせて使えば洗わなくてよい） 

□ 紙皿、紙コップ、割り箸も 

非
常
用

持
出 

□ 現金、クレジットカード □ 貯金通帳、キャッシュカード 

□ マイナンバーカード、年金手帳 □ 免許証、保険証、お薬手帳 

□ 軍手、歩きやすい靴 □ ヘルメット、防災頭巾 

□ 生理用品 □ 折りたたみ傘、レインコート 

避
難
生
活
用
品 

□ 簡易トイレ（便袋） □ ガムテープ 

□ トイレットぺーパー（余分に備蓄） □ ドライシャンプー 

□ ティッシュ（余分に備蓄） □ 使い捨てカイロ 

□ 懐中電灯、ランタン、マッチ、ライター □ マスク 

□ ラジオ □ 衣類 

□ 電池（余分に備蓄） □ 生理用品 

□ 毛布 □ 紙おむつ 

□ 虫よけ用品 □ 雨具 

□ ビニールシート（敷物、雨よけ） □ 新聞紙（防寒、燃料） 

□ 貴重品リスト □ リュック（物資の持ち運び用） 

□ 情報収集先リスト（自治体ホームページ
等） 

□ 防災マップ 

便
利
な

も
の 

□ ソーラーまたは手動充電器（携帯、電池用） 
□ 防災カード（住所、氏名、連絡先、既往症、通

院先、薬アレルギー等） 

□ 家庭用発電機 □ 工具類 

□ 蓄電池 □ 公衆電話用 10 円硬貨 

ペ
ッ
ト 

用
品 

□ ペットフード、水、食器 □ 排便処理用品 

□ リード □ ペット名札、手帳 
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■事前対策リスト（共助） 

地域の共通課題である「避難対策」に絞って、基本的な事項をチェックリストにしました。 

避難対策に必要な項目 チェックリスト 備考 

避難場所と避難所 

□ 避難所を確認しておく 

□ 緊急避難建物を確認しておく 

□ 広域避難の方向（高台など）を確認

しておく 

高齢者等避難、避難指示等の情

報に基づき避難。水害が小規模

と想定される場合は、自宅待

避。 

避難経路 
□ 避難場所と避難所に行く経路を決め

ておく 

経路は通れなくなった場合を考

慮して複数設定 

避難に向けた情報収集 

□ 避難経路や避難先を決めるために必

要な情報の収集方法を決めておく 

一目で町内の被害状況を把握で

きるマンションに登る、など 

□ テレビ（ワンセグ）や携帯ラジオな

どで災害情報が得られますか 

 

避難先と避難経路を 

選択して避難開始 

□ 避難先までの経路を歩いて危険箇所

をチェックしておく 

班長など、先導者が誘導 

声をかけながら避難 

□ 声掛けに便利なものを用意しておく 

□ 担当者を決めて持ち出せるようにし

ておく 

拡声器、メガホン、要配慮者の

名簿やマップなど 

要配慮者への手助け・

支援の要請 

□ 要配慮者の手助け方法や支援要請先

を調べておく 

警察、消防団などへ連絡 

民生・児童委員との連携 

避難先で町会単位で 

安否の確認 

□ 避難先では、町会単位で集合し、安

否確認することを決めておく 

避難先で班長が集まって町会全

体の安否を確認 

避難していない在宅避難者もで

きるだけ把握 

行方不明者の救助・ 

救援の要請 

□ 救助・救援の要請先を調べておく 区、消防団、警察などへ連絡 

応急対応一段落後※、

町会の災害対策本部を

設置 

□ 災害対策本部の組織と役割分担を決

めておく 

救命救助、緊急避難等の応急対

応が優先 

避難所の運営 □ 避難所運営体制を決めておく 町会を超える場合もあり 

帰宅困難者への対応 
□ 帰宅困難者の一時滞在施設を把握し

ておく 

帰宅困難者には一時滞在施設の

開設場所を伝える 

※町会の災害対策本部の設置は応急対応一段落後を想定しましたが、災害の状況に応じて臨機応変

に対処してください。 
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５.２ 体制づくり 

１）町会における水害が予想される場合の対応 

水害が予想される場合には、町会として次の対応を想定しています。 
 

【水害が予想される場合の対応】※想定事項 

区分 町会として想定される事項 

第 18 地区コミュ

ニティ・タイムラ

インの運用 

・第 18 地区コミュニティ・タイムラインを運用し、避難等の情報発

信 

伝達、集約等 

情報の受信・発信 ①ラジオ、テレビ、区役所、国土交通省・気象庁、消防署からの連絡

等の正しい情報の集約 

②上記の情報を町会員へ発信・伝達 

行政等関係機関と

の連絡・要請 

・必要に応じて、消防署、警察署、区役所などとの連絡・調整、救助

要請等 

避難誘導の協力 ・上記で得られる情報を、住民と共有し、住民の避難誘導の情報提供 

 
２）災害時における情報の入手方法 

災害時における情報の入手方法としては、テレビ、ラジオ、インターネットの気象

情報のほか、足立区において次の方法を提供しています。ぜひ、活用してください。 

○スマートフォン用防災アプリ「足立区防災ナビ」 

○A-メール（足立区メール配信サービス） 

○あだち安心電話 

○防災無線のテレホン案内 

○足立区 LINE 公式アカウント 

※詳細は、巻末の資料編 資料４～８を参照ください。 

 

３）平常時における備え 

（１）集会等 

町会の通常の集会等を利用して定期的に防災の打合せや準備を実施し、防災への

取組みに努めます。 

【今までの活動】 

防災活動、地区防災計画策定に伴うワークショップの開催概要 

平成 29 年 8 月 27 日 第 10 回水害対策委員会 

水害から命を守るコミュニティ・タイムライン策定

部会 第 5 回検討会 

※これまで継続実施 

平成 29 年 11 月 21 日 地区防災計画 第 1 回ワークショップ 

平成 30 年 1 月 30 日 地区防災計画 第 2 回ワークショップ 
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（２）資機材・備蓄品等の備え 

計画的（例えば、毎年度の補助金の利用など）に資機材・備蓄品の整備・購入等を

検討します。 
 

（３）防災訓練の実施 

年度計画に町内の防災訓練を組み込み、防災訓練の実施を検討します。防災訓練

は、町会員が多く参加する形の避難訓練等を検討します。 

また、既存のイベント等を絡めるなど負担の少ない方法等を検討します。 

【今までの活動】 

防災活動 避難所運営訓練 

 長門小学校の垂直避難訓練（平成 29 年度） 

 
４）年間スケジュール 

年度当初に、毎年度のスケジュールを立案し、町会員等に周知することを検討しま

す。 
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※ 様式・資料編 
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資料1 様式集 

参考様式１ 緊急時連絡先一覧表 

区分 連絡先 連絡先担当部署 TEL 

緊急連絡先 

区役所    

消防署   

警察署   

電気   

ガス   

上水道   

下水道   

電話局   

避難関係 

避難所 

 
  

   

緊急避難建物   

   

病院   
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参考様式２ 備蓄品リスト 

区分 品名 規格 数量 保管場所 点検日 

食糧 

     

     

     

     

     

     

水 
     

     

日用品 

     

     

     

     

     

消火用具 

     

     

     

     

     

     

救出救助

用資機材 

     

     

     

     

     

     

     

     

その他 
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参考様式 3 町会年間スケジュール 

・年間スケジュールは任意様式とする。 

・従来、町会で運用してきた年間スケジュールに、防災関係の予定（防災訓練等） 

 を盛り込むものとする。 

 

年間スケジュール（   年度）（例） 

年 月 町会スケジュール 防災関係スケジュール 

年 4 月   

 5 月   

 6 月   

 7 月   

 8 月   

 9 月   

 10 月   

 11 月   

 12 月   

 年 1 月   

 2 月   

 3 月   
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参考様式 4 防災区民組織名簿 

防災区民組織役員名簿 

役  職 氏  名 住  所 電  話 

本部長（会長）    

副本部長 

（副会長） 

   

   

総務部 

部長    

副部長    

情報部 

部長    

副部長    

防火部 

部長    

副部長    

救護部 

部長    

副部長    

避 難 部長    

誘導部 副部長    

給食部 

部長    

副部長    
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資料２ 足立区の水害対策タイムライン(中川･綾瀬川等の氾濫を対象とするタイムライン) 
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資料３ 荒川下流タイムライン（拡大試行版）概要 [国土交通省荒川下流河川事務所] 
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資料４ スマートフォン用防災アプリ「足立区防災アプリ」 

足立区の防災アプリが令和４年４月に新しくなりました！従来の機能に加

え、災害時には避難所の状況や、地域の被害状況をマップ上に見やすくリア

ルタイムで表示できるようになりました。公共交通機関情報や電気・ガス・

水道などのライフラインの情報も確認できるほか、警報や避難指示をプッシ

ュ通知でお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ A-メール（足立区メール配信サービス） 

区政情報や子どもの安心情報など、足立区についての様々な情報を、あらか

じめ登録された携帯電話やパソコンのメールアドレス宛にお送りします。 

足立区ホームページや下記のメールアドレスに空メール（本文に何も書か

ずに送るメール）を送信し、送られてきたメールに表示された URL にアクセ

スし、登録することができます。 

adachi@sg-m.jp 

 

・「災害情報・気象警報」「大雨・洪水注意報」「雷注意報」で配信される警報・注意報は、気象庁

の発表と連動させ、自動的に配信をしています。 

 

  

防災アプリトップページ 防災マップ 

（避難所の開設状況などが一目でわかる） 

mailto:adachi@sg-m.jp


 

58 

資料６ あだち安心電話 

河川の水位状況や避難所開設情報等を確実にお届けするため、電話を活用した情報伝達シス

テム「あだち安心電話」を導入し、希望するすべての区民の方（事業者を含む）の登録受付を開

始しました。いざという時の準備として、ぜひご登録ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の方法で申込むことができます。 

①ホームページ「登録申込みフォーム」でご登録  

 

 

 

②報道広報課（足立区役所本庁舎南館 9 階）または、各区民事務所（中央本町区民事務所 

 を除く）に直接「登録申込書」をご提出ください。  

 

③「登録申込書」を報道広報課にご郵送ください。  

【申込書郵送先】 

足立区報道広報課 デジタル情報・広告係 

〒120-8510 足立区中央本町 1-17-1 

TEL：03-3880-5514 
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資料７ 防災無線のテレホン案内 

足立区では、災害時等に速やかに情報を伝達する手段として、防災行政無線屋外拡声装置（ス

ピーカー）を設置しています。「放送が聞き取れなかった」「もう一度聞きたい」ときに、放送内

容を電話で確認することができるサービスが、「防災無線テレホン案内」です。 

 

ご利用方法 

(1)下記の電話番号にお電話ください。 

足立区防災無線テレホン案内：0180-993-366  

(2)24 時間以内に放送された最新の放送が繰り返し流れます。 

(3)通話料は有料となります。 

 

※ 防災無線の放送内容は、下記ホームページからも確認できます。 

https://www.city.adachi.tokyo.jp/cgi-bin/bousai/list.cgi 

 

資料８ 足立区 LINE 公式アカウント 

足立区では、令和 2 年 9 月 14 日に「足立区 LINE 公式アカウント」を開設しました。 

「足立区 LINE 公式アカウント」では、災害に関する情報（避難指示や避難所開設情報等）や

緊急情報などのお知らせをリアルタイムに発信します。情報を受け取るには、SNS アプリ「LINE

（ライン）」での友だち登録（利用者登録）が必要です。いざという時に備えて、ぜひご登録く

ださい。 

 

ご利用方法 

(1)ご利用には「LINE（ライン）」での「友だち登録」が必要です。詳しくは下記ホームページを

ご覧ください。 

https://www.city.adachi.tokyo.jp/hodo/line/index.html 

(2)主な配信情報 

・台風や地震などの災害に関する情報（避難指示や避難所開設情報等） 

・緊急でお知らせしたい重要な情報 

・「あだち広報」発行情報（月 2 回） 

等々 

順次、便利にお使いいただける新たなサービスを検討していきます。 

(3)災害情報など緊急でお知らせしたい重要な情報は、LINE、A-メールどちらにも配信します。 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.adachi.tokyo.jp/hodo/line/index.html
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